
豊中市宿泊施設立地促進奨励金交付要綱 

（目的） 
第１条 この要綱は，市内において，宿泊施設の立地の促進を図ることで, 広域から多様な

人が訪れる拠点づくりに資するとともに，市内外から多世代の人が集う魅力と賑わいを

創出し，本市経済を活性化することを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
⑴ 宿泊施設 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定する旅館・ホ

テル営業（豊中市ラブホテル建築規制条例（昭和５７年１０月１５日条例第２８号）

第２条に規定するラブホテルは除く。）の用に供する建物のこと。 
⑵ 集会機能 集会，娯楽，催し物などのために使用できる一体的な空間で１室の床面積

が４００㎡以上のもの。 
⑶ 立地 新設，増設又は建替えのこと。 
⑷ 新設 新たに客室の数が１００室以上の宿泊施設を設置すること。 
⑸ 増設 既存の宿泊施設の敷地及び当該敷地と一体的な利用ができると市長が認める敷

地において，新たな客室を２５室以上増加し，既存の宿泊施設の客室との合計が，１

００室以上になること。 
⑹ 建替え 既存の宿泊施設を滅失させ，当該宿泊施設の敷地内に新たに客室の数が１０

０室以上の宿泊施設を設置すること。 
⑺ 土地 市内において自己の事業の用に供する土地のこと。 
⑻ 設備 宿泊施設の立地に伴い，新たに取得した自己の事業の用に直接供する償却資産

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４号に規定する償却資産をい

う。）のこと。 
⑼ 新規雇用市内従業者 宿泊施設の立地に伴い，新たに雇用された者（短時間労働者及

び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号））第２条

第１項に規定する短時間労働者として雇用された者を除く。）であって，次に掲げる要

件のいずれにも該当するものであること。 
ア  第４条第１項第５号に規定する基準日において，1 年以上継続して市内に住所を 

有する者であること。 
イ  当該雇用が期間の定めのない労働契約によるものであること。 

 
（対象者の要件等） 
第３条 この要綱による奨励措置を受けることができる者（以下「対象者」という。）は，

宿泊施設の立地を行う者（ただし，この者が宿泊施設の立地にかかる建物の所有者（地方

税法第３４３条第１項の所有者）と異なる場合は，当該建物の所有者）であって，立地し

ようとする宿泊施設が次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 
⑴ 豊中市立地適正化計画（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第

１項の規定により市が作成するものをいう。）に定める都市機能誘導区域のうち，「千

里中央駅周辺区域」，「蛍池駅・大阪空港駅周辺区域」，「豊中駅・岡町駅周辺区域」

に存すること。 



⑵ 法令等に定める公害の発生防止のための適切な措置が講じられていること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる要件のいずれかに該当する者は対象者としない。 
⑴ 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者，暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。），暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力

団密接関係者（豊中市暴力団排除条例（平成２５年豊中市条例第２５号）第２条第３

号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）及び風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する風俗営業を営

む者に該当すると認められる者 
⑵ 市税を滞納している者 
⑶ その他市長が不適当と認める者 

 
（奨励金の額等） 
第４条 奨励金の額は，次のとおりとする。 
⑴ 新たに取得した土地 固定資産税額に相当する額に４分の３を乗じて得た額とする。 
⑵ 新たに賃借した土地 賃借料に含まれる固定資産税額に相当する額に４分の３を乗じ

て得た額とする。 
⑶ 建物 固定資産税額に相当する額に４分の３を乗じて得た額とする。 
⑷ 設備 固定資産税額に相当する額に４分の３を乗じて得た額とする。 
⑸ 雇用促進 宿泊施設の立地に係る事業を開始した日から３年を経過した日（以下「基

準日」という。）において，１年以上雇用している新規雇用市内従業者の数に１００，

０００円を乗じて得た額とし，当該額が１０，０００，０００円を超えるときは１０，

０００，０００円とする。 
２ 集会機能を有する場合は，前項第１号から第４号中で４分の３とあるものは１０分の１

０と読み替えるものとする。 
３ 複合施設の場合（宿泊施設以外の施設を有する場合）は，この条第１項第１号から第４

号の固定資産税額は宿泊施設に係る額のみを対象とする。 
４ 新たに取得した土地又は新たに賃借した土地には，立地後の宿泊施設の床面積の５倍に

相当する面積を超える部分を含まないものとする。 
５ 奨励金の額は，１会計年度につき，土地，建物及び設備の奨励金の額の合計額に千円未

満の端数があるときはこれを切り捨て，当該額が１００，０００，０００円を超える場合

は，１００，０００，０００円とする。 
６ 奨励金の交付対象期間は，奨励金の対象となる土地，建物又は設備に対し，立地した宿

泊施設が営業を開始した日以後最初に固定資産税が賦課される年度から５年度の間とす

る。ただし，都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第３項の規定に基づ

き，都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令（平成１４年政令

第２５７号）第１条で定める「千里中央駅周辺地域」については１０年度の間とする。 

 
（指定申込） 
第５条 対象者はこの要綱による奨励措置を受けようとするときは，宿泊施設の営業を開始

する日前に市長に申込みを行い，その指定を受けなければならない。 
２ 申込者は豊中市宿泊施設立地促進奨励金指定事業者指定申込書（様式第１号―１。以下，

「申込書」という。）について，次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければ



ならない。 
⑴ 事業計画書（様式第１号―２） 
⑵ 役員名簿（様式第１号―３） 
⑶ 法人の履歴事項全部証明書（個人の場合は開業届） 
⑷ 直近の決算報告書及び勘定科目内訳書，法人税申告書（個人の場合は直近の確定申告

書） 
⑸ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項の規定

による確認を受けたときに添付した付近見取図，配置図及び各階平面図の写し又はこ

れらに代わる図書 
⑹ 建築基準法第６条第１項の確認済証若しくは同法第６条の２第１項の規定により交

付される同項の確認済証の写し又はこれらに代わる図書 
⑺ 土地の登記事項証明書及び賃貸借契約書の写し 
⑻ その他市長が必要と認める書類 

４ 前項に掲げる書類のほか，対象宿泊施設の運営を受託事業者に行わせる場合は，次の各

号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 
⑴ 受託事業者の概要書 
⑵ 役員名簿（様式第１号―３） 
⑶ 受託事業者の履歴事項全部証明書 

 
（指定の通知） 
第６条 市長は，前条の規定による申込書の提出があったときは，内容を審査の上，指定の

可否を決定し，豊中市宿泊施設立地促進奨励金指定事業者指定通知書（様式第２号）又は

豊中市宿泊施設立地促進奨励金指定事業者不指定通知書（様式第３号）により，申込者に

通知するものとする。 
２ 市長は，前項の規定による指定を行うに際して必要があると認めるときは条件を付する

ことができる。 

 
（営業開始の届出） 
第７条 指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という。）は，対象宿泊施設において営

業を開始した時は，速やかに豊中市宿泊施設立地促進奨励金営業開始届（様式第４号）を

次の各号に定める書類を添付して，市長に提出しなければならない。ただし，市長が特に

添付を要しないと認める場合においてはこの限りではない。 
 ⑴ 建築基準法第７条第５項の検査済証若しくは同法第７条の２第５項の規定により交

付される同項の検査済証の写し又はこれらに代わる図書 
 ⑵ 旅館業法第３条第１項の規定による許可を受けていることを証する書類の写し 
 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 
（交付申込み） 
第８条 指定事業者は，奨励金の交付を受けようとするときは，交付対象期間における各年

度の固定資産税を完納した日から当該完納した日の属する年度の末日までに市長に豊中

市宿泊施設立地促進奨励金交付申込書（様式第５号―１。以下「交付申込書」という。）

を提出しなければならない。 
２ 雇用促進に係る奨励金については，指定事業者は，基準日以後最初の交付申込みをする



とき，併せて交付申込みすることができる。 
３ 交付申込書には次の各号に定める書類を添付しなければならない。ただし，市長が特に

添付を要しないと認める場合においてはこの限りではない。 
⑴ 市税の完納を証する書類 
⑵ 土地及び宿泊施設の登記事項証明書 
⑶ 宿泊施設の立地に伴い，新たに土地を賃借した場合にあっては賃貸借契約書の写し及

び賃借料の支払いを証する書類 
⑷ 土地及び宿泊施設に係る固定資産税相当額を証する書類 
⑸ 設備に係る償却資産申告書の写し 
⑹ 新規雇用市内従業者一覧表（様式第５号－２） 
⑺ 新規雇用市内従業者に係る雇用契約書の写し 
⑻ 新規雇用市内従業者の住民票の写し 
⑼ その他市長が必要と認める書類 

 
（交付決定の通知） 
第９条 市長は，前条の規定による交付申込書の提出があったときは，内容を審査し，奨励

金を交付すべきものと認めたときは，交付金額を決定し，豊中市宿泊施設立地促進奨励金

交付決定通知書（様式第６号。以下「交付決定通知書」という。）により通知するものと

する。 
２ 市長は奨励金の交付を決定する場合において，奨励金の交付の目的を達成するため必要

があると認めるときは，条件を付することができる。 
３ 市長は奨励金の交付を行わないことを決定したときは，その旨を豊中市宿泊施設立地促

進奨励金不交付決定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

 
（交付請求） 
第１０条 指定事業者は，交付決定通知書を受理した日の属する年度の末日までに，豊中市

宿泊施設立地促進奨励金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 
（奨励金の交付） 
第１１条 市長は，前条の規定による請求があったときは，３０日以内に当該奨励金交付請

求書に係る奨励金を交付するものとする。 

 
（指定内容の変更等） 
第１２条 指定事業者は，奨励措置の対象として認められた事業の内容（以下「交付対象事

業」という。）について，第５条第１項の申込みの内容に変更が生じたときは，速やかに

豊中市宿泊施設立地促進奨励金変更届出書（様式第９号。以下「変更届出書」という。）

を市長に提出しなければならない。 
２ 変更届出書には，次の各号に定める書類を添付しなければならない。ただし市長が特に

添付を要しないと認めるものについてはこの限りではない。 
⑴ 指定事業者の名称，所在地，代表者等の変更が確認できる書類 
⑵ 交付対象事業の内容又は対象経費の変更が確認できる書類 
⑶ その他市長が必要と認める書類 

 



（交付対象事業の中止・廃止） 
第１３条 指定事業者は交付対象事業について中止又は廃止したときは，速やかに豊中市宿

泊施設立地促進奨励金交付対象事業中止・廃止届出書（様式第１０号）を市長に提出しな

ければならない。 

 
（指定事業者の地位の承継） 
第１４条 指定事業者に係る相続，譲渡，合併，分割等により，交付対象事業を承継しよう

とする者（以下「承継者」という。）は，豊中市宿泊施設立地促進奨励金地位承継承認申

込書（様式第１１号。以下「承継承認申込書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 
２ 承継承認申込書には，次の各号に定める書類を添付しなければならない。 
⑴ 承継者の役員名簿（様式第１号―２） 
⑵ 承継者が地位を承継したこと又は承継する地位にあることが確認できる書類 
⑶ 承継者が法人事業者の場合は，履歴事項全部証明書（個人の場合は開業届） 
⑷ その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は，承継承認申込書の提出があったときは，内容を審査し，承継を承認することの

可否を判断し，豊中市宿泊施設立地促進奨励金地位承継承認通知書（様式第１２号）又は

豊中市宿泊施設立地促進奨励金地位承継不承認通知書（様式第１３号）により通知するも

のとする。 

 
（指定決定の取り消し） 
第１５条 市長は，指定事業者又は交付対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは，

指定又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 
⑴ 虚偽その他不正の手段により指定事業者の指定，交付決定又は交付を受けたとき。 
⑵ 指定決定又は交付決定に付された条件に違反したとき。 
⑶ 市税を滞納しているとき。 
⑷ 交付対象事業を中止もしくは廃止したとき又は交付対象事業が中止もしくは廃止の

状態にあると市長が認めたとき。 
⑸ 暴力団，暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。 
⑹ 法令等に違反したとき。 
⑺ その他市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。 

２ 市長は，前項に基づき奨励金の指定又は交付決定の全部若しくは一部を取り消した場合

には，豊中市宿泊施設立地促進奨励金指定・交付決定取消通知書（様式第１４号）により

通知するものとする。 
３ 市長は，第１項の場合において，既に奨励金の交付を受けているときは，その全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

 
（報告の徴収等） 
第１６条 市長は，指定事業者に対し，奨励措置を適正かつ円滑に実施する上で必要と認め

られる限度において，報告を求め，又は実地に調査をすることができる。 

 
（他補助金等との併用制限） 
第１７条 申込者が国，府又はその他の公共団体から，交付対象経費について補助金等の交



付を受けた場合又はその予定がある場合は，この要綱に規定する奨励金の交付を併用して

受けることはできない。 

 
（施行細目） 
第１８条 この要綱の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

 
附 則 
１ この要綱は，令和 8 年 1 月 30 日から実施する。 

  


